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広野町文化協会部会員募集
広野町文化協会各部会の活動再開に伴い新たな部会員を募集しています。

この機会に皆さんも何かにチャレンジしてみませんか。

入会に関するお問い合わせは各部会の連絡先までお問い合わせください。

和 太 鼓 部 会 琴 部 会 「合唱団めじろたち」部会

活 動 内 容

活 動 場 所

開 催 日 時

部 会 費 等

連 絡 先 氏 名

連絡先電話番号

月例教室（月１回）

各種イベントでの演奏

二ッ沼総合公園体育館

毎週金曜日

19:00～21:00

年会費5,000円

西本久雄

☎090-1496-6831

活 動 内 容

活 動 場 所

開 催 日 時

部 会 費 等

連 絡 先 氏 名

連絡先電話番号

月例教室

広野町公民館

毎月２回

（第１・第３土曜日）

13:00～15:00

月2,500円

尾田祀
とし

子
こ

☎080-5030-0149

活 動 内 容

活 動 場 所

開 催 日 時

部 会 費 等

連 絡 先 氏 名

連絡先電話番号

月例教室

童謡まつり参加

生涯学習発表会参加

その他イベント等への

参加

久ノ浜ダンスホール

毎月１回（第４日曜日）

発表会前は毎週

月1,000円

渡辺恵美子

☎0240-27-2408

油 絵 部 会 茶道部会（順子教室） 広野さつき部会

活 動 内 容

活 動 場 所

開 催 日 時

部 会 費 等

連 絡 先 氏 名

連絡先電話番号

月例教室

文化展参加

広野町公民館

毎月２回

（第２・４金曜日）

19:00～21:00

会費　月500円

坂本　巌

☎0240-27-3785

活 動 内 容

活 動 場 所

開 催 日 時

部 会 費 等

連 絡 先 氏 名

連絡先電話番号

月例教室

文化展参加

二ッ沼・清明館

毎月１回

（第４水曜日）

月1,000円

広野町公民館

☎0240-27-3244

活 動 内 容

活 動 場 所

開 催 日 時

部 会 費 等

連 絡 先 氏 名

連絡先電話番号

生きた芸術品と言われ
るさつき。人生の友と
して楽しんでいます。
さつき文化の発展継承
を目的に、展示会を年
２回（６月、11月）開
催しています。手のひ
ら盆栽は飾りの一品で
す。花と緑は人の心を
和ませ、己のハートを
癒やしてくれます。
石井三郎宅
毎月第１土曜日
９:00～12:00
年会費　10,000円 
石井三郎

☎090-1370-0360 

俳 句 部 会 盆踊り保存部会

活 動 内 容

活 動 場 所

開 催 日 時

部 会 費 等

連 絡 先 氏 名

連絡先電話番号

毎月20日～23日までに

俳句を５句作って提出

していただきます。そ

れを皆集めて１冊の句

集にして配布します。

それを持ち寄って俳句

会を行います。

広野町公民館

二ッ沼清明館

毎月１回（第２土曜日）

会費　月1,000円

遠藤健太郎

☎090-7063-1676

活 動 内 容

活 動 場 所

開 催 日 時

部 会 費 等

連 絡 先 氏 名

連絡先電話番号

町主催のイベントなど

町内

イベント前

７～８月の週３日程度

渡邉克幸

☎080-1847-4304

●一定以上の所得のある方は、サービスを利用した時の負担割合が２割になります

　一定以上所得者（本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第１号被保険者の「年金収入＋そ

の他の合計所得金額」が単身世帯で280万円以上、２人以上世帯346万円以上）がサービスを利用したと

きの利用者負担が、１割から２割になります。

　広野町では、要支援・要介護認定を受けている方に、利用者負担の割合（１割または２割）が記載さ

れた「介護保険負担割合証」を発行し、７月下旬に郵送しました。

●月々の負担の上限（高額介護サービス費の基準）が変わります

　同じ月に利用した介護保険の利用者負担が一定額を超えたときに支給される「高額介護サービス費」

の利用者負担段階区分に、「現役並み所得者（同一世帯に課税所得145万円以上の人がいて、年収が単身

383万円以上、２人以上520万円以上）」を新設し、上限額を設定します。

利 用 者 負 担 段 階 区 分
利　用　者　負　担　上　限　額

平成27年７月まで 平成27年８月から

現役並み所得者 44,400円（世帯）

一般 37,200円（世帯） 37,200円（世帯）

住民税非課税 24,600円（世帯） 24,600円（世帯）

住民税非課税
・老齢福祉年金の受給者
・ 合計所得金額と課税年金収入額の
合計が80万円以下

15,000円（個人） 15,000円（個人）

生活保護受給者等 15,000円（個人） 15,000円（個人）

●旧緊急時避難準備区域における介護サービスの利用者負担の免除について

　介護サービス利用者の負担額免除が、平成28年２月29日まで継続されました。

※合計所得金額633万円以上の上位所得者については平成26年９月30日をもって免除が終了しております。

　免除対象者には、平成27年８月１日から平成28年２月29日までの新しい「利用者負担額免除証明書」

を発行し、７月下旬に郵送しました。

 問 　福祉介護課　介護保険係　☎0240-27-2115

平成27年８月１日から

介護保険の費用負担が変わります

 問 　生涯学習課　生涯学習係（公民館内）　☎0240-27-3244


